
吉田地区自治協議会便り

令和３年１月１１日、吉田地区では７年間の準備期間の後、「吉田地
区自治協議会」を設立致しました。この２年間、設立にあたっては多
くの皆様のご意見を頂き発足することができました。4月6日に益田市
から設立認証を頂き、令和3年度から活動を開始致しました。

昨年より、コロナウィルス感染症の広がりを受け、多くの事業が中
止せざるを得ない状況になりましたが、小さくともできるところから
活動を始めたいと考えております。

皆様のご協力とご参加の程、よろしくお願い申し上げます。

会長 大久保 稔

会長挨拶

“元気いっぱいひとがつながるまち吉田”

認 定 式

令和３年４月６日
益田市より自治組織として認定されました！

まちづくりプラン

№1 （令和３年７月号）

目指す将来像

吉田地区で伝承される伝統・文化を尊び、自然に親しみ、健康で安全な、心のふれあう、明るく、
より住みよい社会の構築を目指します。

まちづくり三本の柱

吉田地区自治協議会では「目指す将来像」へ向けて、３つの部会を立ち上げました。

１． 安心安全なまちづくり部会

２． 歴史文化を活かしたにぎわいづくり部会

３． 健康なまちづくり部会

今後５年間（令和３年度～令和７年度）のまちづくり計画は次のとおりです。

設 立 総 会

令和３年１月１１日の設立総会の様子です。
みんなの投票にて当協議会のロゴマークを選びました。



防災班

地域防災力向上のため以下の活動を行います。

○協議・研修・情報交換の場として「吉田地区防災協議会」を開催します。

○防災力向上のために必要と考えられる防災備品を購入し、その性能や必要性につい
て調査をします。具体的には、希望する自主防災組織（もしくは自治会）の防災訓練
等へ、購入した防災備品を貸し出し、使用感や必要性を検討します。同時に、吉田地
区全体の防災備品について現状調査を行います。

○合同防災訓練開催を目指して吉田地区内の自主防災組織（もしくは自治会）の防災
訓練の状況を把握します。

令和３年度 まちづくり計画と
部会および役員の紹介

令和３年度、各部会では以下の活動を行います。

安心安全なまちづくり部会 部長 前田 義幸

防災班担当副部長
水津 雅夫

安全班

吉田地区の地域安全活動を進めるため、まず見守り活動を取り上げ以下の活動を行います。

○吉田地区内で見守り活動を行っている団体を調査し、活動状況を把握します

○見守り活動を行っている団体が統一的な活動を行えるように連絡調整会議を開きます。更に団体
の協力を得て、見守り活動に必要な備品などを把握すると共に見守り活動の日時や場所が重ならな
いように調整します。

○見守り活動を行っている団体のネットワーク構築について検討をします。

安全班担当副部長
川﨑 審爾（しんじ）

吉田地区防災協議会の活動の様子



にぎわい班

吉田地区内の歴史文化を活かし、人々の心がふれあう明るいまちづくりを
めざして、以下の活動を行います。

○まちづくり推進協議会（「雪舟さんまつり」実行委員会）に出席し、雪舟さんまつりの活性化
について検討します。また、雪舟音頭の普及に努め、雪舟の郷記念館の利用促進についても検討
を行います。

○子供や若者が中心となって企画し開催する「土曜夜市」
イベントを行います。

歴史文化班 （担当副部長は部長が兼任）

○吉田地区にある埋もれた史跡の現地調査を行い、情報を整理します。

○上記調査を基に、「史跡めぐりウォーキングコース」を試行します。（健康づくり部会と協
働）

○日本遺産の周知活動を行います。

部長 廣兼 義明

にぎわい班担当副部長
塩田 純子

部長 吉村 和人

副部長 吉本 寿子

子供から大人まで元気で暮らせるまちづくりを進めるため、以下の活動を
行います。

○ウォーキングコースを選定し、マップを作ります。（歴史文化班と協働）

○健康体操の活動実態調査を行います。

○健康・運動イベント開催の実態調査を行います。

○高齢者が集う場について調査し、現状を把握します。

健康なまちづくり部会

歴史文化を活かしたにぎわいづくり部会

ウォーキングコースの距離を測定しました。

にぎわい班会議の様子



令和３年度は以下のイベント開催を予定しています。
詳細は改めてご案内いたします。

７月～ イベントを企画するためのワークショップ開催（にぎわい班）

９月 合同防災訓練（防災班）
来ぶらりマルシェ出店（にぎわい班）

１１月 秋の健康ウォーキング（健康づくり部会）
被災地視察（防災班）

事務局長 池田 由岐夫

適正な組織運営のため、以下の活動を行います。

○活動報告、部員募集、イベント情報、会議開催予定など、協議会活動の広報周知を行います。

○総会（年１回）と役員会（年５回）を開催し、その資料と議事録を作成します。

○会計及び総務事務の管理、各種情報の収集と開示などを行います。

イベント予定

事 務 局

～お問い合わせ～

吉田地区自治協議会の活動に関するお問い合
わせは、下記までお願いします。

住 所：〒６９８－００３３
益田市元町１１－２６ 吉田公民館内

電 話：０８５６－３１－０６４２

メール：yoshidajichi@gmail.com

「まちづくりプラン・活動計画」の詳しい
情報はホームページに掲載しています。

もしくは、吉田地区自治
協議会事務局に資料がござ
います。

HP: yoshidajichi.com

吉田地区自治協議会の部屋ができまし
た！元放送大学があった所です。


